
中之条町婚活支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、少子化の要因となっている晩婚化、未婚化に対する取組として、結婚の推

進を目的とした独身男女の出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対して、予算の範

囲内で補助金を交付することについて、中之条町補助金等に関する規則（平成２２年中之条町

規則第１号。）に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者は、町内、町外を問わず婚活支援を推進する企業、NPO及び団体と

する。ただし、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする者並びに公益を害するおそれの

ある者については、対象としない。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のすべて

を満たす事業とする。 

（１）２０歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等を実施すること。 

（２）交流イベント等の参加者は１０人以上とし、その３分の１以上が中之条町に在住又は勤

務する者とすること。 

（３）交流イベント等の参加者は男女同数を目標に募集すること。 

（４）パーティー形式のみの場合は、既婚同伴者の参加を独身参加者数を下回る範囲で認める

ものとし、実施人員に含めて差し支えないこと。 

（５）交流イベント等の会場は、町内において実施すること。ただし、やむを得ない理由があ 

ると町長が認める場合は、この限りでない。 

（６）公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。 

２ 前項に該当する事業であっても次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業となら 

ない。 

（１） 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの 

（２） 他の制度から補助金等の交付を受けるもの 

（３） 交付決定時において事業に着手しているもの 

（４） 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの 

（５） その他町長が補助をすることが不適当と認めるもの 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとす

る。 

 （補助金の交付額等） 

第５条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費のうち前条に規定する補助対象経費から参加

費その他の収入額を控除した額とし、補助率は次の各号の率により算出される額又は１０万円

を上限とする。 

（１） 補助対象者が町内の場合、補助率１０分の１０ 

（２） 補助対象者が町外の場合、補助率２分の１ 

２ 補助金の同一補助対象者への交付は、同一年度において２０万円を限度とする。 



３ 婚活支援事業補助金交付対象の団体のうち、年間２回の支援事業を実施した団体には、団体

の運営費補助として「出会いの場づくり」グループ支援補助金を、婚活支援事業補助金に加

算して２万円交付するものとする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助申請者は、中之条町婚活支援事業補助金交付申請書

（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（別紙１） 

（２） 収支予算書（別紙２） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

 （交付決定及び通知） 

第７条 町長は、前条の申請書に係る審査により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助申

請者に対し補助金の交付決定をするものとする。 

２ 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、

条件を付すことができる。 

３ 町長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を中之条町婚活支援

事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、補助金を交付しない旨の決定をした場

合において必要があるときは、その理由を付して中之条町婚活支援事業補助金不交付決定通知

書（別記様式第３号）により、補助申請者に通知するものとする。 

（交付申請内容の変更等） 

第８条 前条の規定により交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請内容

の変更又は中止しようとするときは、速やかに中之条町婚活支援事業補助金変更・中止交付決

定通知書（別記様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の変更交付） 

第９条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更交

付するかどうかを決定し、その旨を中之条町婚活支援事業補助金変更交付決定通知書（別記様

式第５号）により補助申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに中之条町婚活支援事業補助

金実績報告書兼請求書（別記様式第６号）に次の書類を添付して町長に提出しなければならな

い。 

（１） 事業報告書（別紙３） 

（２） 収支決算書（別紙４） 

（３） 事業に要した費用の領収書の写し 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 第５条第３項に該当する団体は、２回目の補助対象事業が完了後、速やかに中之条町「出会

いの場づくり」グループ支援補助金請求書（別記様式第６の２号）を町長に提出しなければな

らない。 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書に係る

書類等の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認



めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中之条町婚活支援事業補助金額確定通知書（別

記様式第７号、「出会いの場づくり」グループ支援補助金の交付があるときは別記様式第７の２

号）により通知するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第１２条 町長は、第７条の規定による交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 当該事業を中止したとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。 

（３） 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。 

 （補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消し

に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとす

る。ただし、災害等町長がやむを得ないと認める理由により、当該事業を中止した場合につい

てはこの限りではない。 

 （その他） 

第１４条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

別表（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 施設使用料及び借上げ料（施設備え付けの設備、備品等を含む。） 

（２） 参加者の飲食に係る経費 

 町内で調理し、又は調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認

めたときは、この限りでない。 

（３） 消耗品等に係る経費 

 町内で調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、

この限りでない。また、景品・記念品等事業内容と直接関係の無いものに係る経費について

は対象としない。 

（４） バス借上げ料等の移動手段に係る経費 

 原則として町内の業者を利用すること。また、参加者の交通費（電車、タクシーの利用等）

については対象としない。 

（５） 講師・司会者等に係る経費（謝金、交通費、食事代等） 

（６） 交流イベント等における傷害保険に係る経費 

（７） 事務経費（企画費、宣伝広告費等） 

 補助対象者の人件費については対象としない。 

（８） その他町長が必要と認める経費 


